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年　　月　　日
福島県双葉郡富岡町
徴税吏員　　　　　　　　
下記差押財産の保管を解除し、搬出します。
この処分について不服がある場合は、この調書を受けとった日から３か月以内に、町長あてに審査請求をすることができます。

	滞納者
	住（居）所
	

	
	氏名
	

	差押年月日
	年　　　月　　　日

	差押財産の名称、数量、性質及び所在
	

	差押財産搬出調書謄本を受領しました。
年　　月　　日
立会人（保管者との関係　　　　　）　　　　　　　　印

	差押財産搬出調書謄本を受領しました。
年　　月　　日
保管者　　　　　　　　印



